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福祉部門の行革はやめさせ、村民生活を守る村の独自制度を守りましょう 
 

山田修村政は、発足以来、「これまでの補助制度などの見直し

をおこない、徹底した行・財政改革を行う」と宣言していました。  

これに対し、日本共産党村議団は、「福祉と教育の分野は、改

革の対象からはずし、あたたかい村政の継続を」と、求めてきま

した。 

ところが、現在村が行っている 2015（平成 27）年度予算案の

検討の中で、真っ先に福祉分野の改革（改悪）に手を付けようと

していることが分かりました。 

 

これまで村は、〝強まる一方の国の悪政から村民を守るには、

村が独自に手立てをとることがまず必要〟と、いくつかの独自制

度を設けて、村民からも喜ばれてきました。山田村政による今回

の補助事業廃止などの行革実施計画は、これまでの東海村ならで

はの温かい村政から、住民の負担増を求める冷たい村政へと転換

させるもので、今後独自制度の廃止および公的サービスの後退が、

どこまで進められるのか計りしれません。悪政への突破口となる

今回の行革実施計画は、何としても中止させましょう。 

 

 

 

通所介護費用 4,480 円が 14,929 円に（1割負担の 70％助成及び食事代 200 円補助の打ち切り） 
 

A 子さんは、大正 5年生まれ 98 歳の女性です。戦前・戦後を生

き抜き、焼け野原から日本復興のために働き続けて、今、高齢期

を生きています。デイサービスで友達と話をするのが唯一の楽し

みです。週 3回＋αなので、大体月 13 回利用で 14,929 円のとこ

ろ、村の助成事業により約 4,480 円です。助成を打ち切られると

10,450 円増え 10,449 円に、食事代も 6,838 円から 2,600 円上が

って 9,438 円。合わせて 24,367 円の支出になります。  

要介護 4 の A 子さんは国民年金受給者で、月額 26,475 円がす

べての所得です。残りは 2,108 円で、これでは病気になっても医

者にもかかれません。高齢者にあたたかい施策を求めましょう。

共産党は皆さんと共にたたかいます。【表参照】

 

 

県単位の広域連合の運営となり、国保より保険料が高くなってしまうため、負担軽減措置として、東海村は保険料の 2分の 1を補助し

てきました。これもすべて打ち切ることが明らかになりました。村長は「行政改革」といっていますが、改革ではなく「改悪」そのも

のです。福祉切り捨ての方針は、政府の方針とまるで歩調合わせのようです。共産党は今回の衆院選挙で躍進した国会議員団と連携し、

このねらいを絶対許さず高齢者に優しい村政を求めて奮闘する決意です。 

 

 

村松保育所と宿幼稚園が統合して、4 月から「とうかい村松宿

子ども園」が誕生します。これまで村立の保育所の給食調理部門

の要員は、雇用形態に違いはありましたが、すべて村が雇用し自

前で食材調達、献立、調理、配食と一貫して行ってきました。 

村は今回、この方式をやめ調理部門を「民間に委託」する計画

を公表しました。献立や食材の発注は村の管理栄養士が行い、調

理は民間の調理員が園内の調理室で行う計画です。 

これまで村立保育所では保育士と調理員がこまめに話し合い、

より良い給食・おやつの環境が築かれてきましたが、委託になる

と、必要なときに話し合いを持つことが出来なくなることは必至

です。 

保育士は村採用、調理員は請負業務の民間採用という、同一施

設に身分の異なる労働者をつくることは、働きやすい職場環境と

はいえません。民間委託の理由に人件費の削減をあげていますが、

それは低賃金労働者を生む元であり、公共団体のやることではあ

りません。この道理が通れば、他の保育所・小・中学校と際限な

く拡大する、その突破口を開くものです。 

業務委託とは、その業務の一切を民間（企業）に委託すること

で、いわゆる「請負」です。民間から労働者だけがやって来て、

発注元からの直接命令で働くことは「派遣労働」であり、「請負」

と称して「事実上の派遣」行為が、しばしば「偽装請負」として

摘発されています。 

子ども園の給食は、「食教育」と「子どもの健康と成長」の立

場で考えること。職場の中に、同一労働、同一賃金の制度を確立

すること。教育・福祉の現場に「財政（財源）」問題を持ち込ま

ないこと。法規に抵触する恐れのあることは止めること。これま

でのように、必要人員を採用して、福祉・教育に温かい村政を継

続することが大切になっています。 

 

 

 

 

 

村は今、住民の命と暮らしに関わる〝福祉〟の予算を削ってま

で節約しなければならないほど困っている訳ではありません。し

かし、「何年も先を見とおして、当面の間支出額が増え続けるとこ

ろは抑える必要がある」「一定の貯金も必要」と言っています。   

行政が人に関わる費用を単に「支出が増える一方だから減らさ

なければならない」と考えるのは誤りです。〝住民の福祉の増進

を図る〟ことが地方自治体の役割（地方自治法）ですから、住民

の命や暮らしに関わることは最優先で予算を付けるのが本来の

筋です。高齢者やこどもに関する国の施策は改悪するばかりです。 

こうした時地方自治体が住民を守る防波堤にならなければ、生

きていくことはできなくなります。現在村が積み上げている基金

の中で、特に自由に使える財政調整基金は、13 年度決算時で 64

億 2,814 万円あります。この一部を活用することで、上記事業の

廃止も、調理の民間委託もしないで継続できます。 

保 険 内 分 明 細 東海村 保 険 外 分 明 細 東海村 

サービス名 単位数 回数 金額 現状 サービス名 単価 回数 金額 現状 

通所介護Ⅱ34 1,071 13 13,923 円 4,177 円 食材費 726 13 9,438 円 6,838 円 

通所介護入浴介護加算 50 13 650 円 195 円 

通所介護サービス提供加算Ⅱ 6 13 78 円 24 円 

通所介護処遇改善加算Ⅰ 278 1 278 円 84 円 

通所介護合計   14,929 円 約 4,480 円 

介護利用に関する村助成打ち切り デイサービスで費用が 3倍以上に（A子さんの場合） 

とうかい村松宿子ども園（新設）の給食調理部門を業務委託 

 

財源はあります 
 

後期高齢者医療保険料の2分の1補助も打ち切り 

75 歳以上になると「国民健康保険」から出され「後期

高齢者医療保険」に移されます。後期高齢者医療保険は、 

 


